
  

 

 

 

 

 

地球温暖化・災害に強い県づくり対策 

特別委員会 

 

 

会議記録（第７号） 

 

 

令和７年３月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 島 県 議 会 



 - 1 - 

１ 日時 

   令和７年 ３月１４日（金曜） 

   午前  ９時５９分 開会 

   午前 １０時 ７分 閉会 

 

２ 場所 

   第一特別委員会室 

 

３ 会議に付した事件 

   (1) 地球温暖化対策（主にカーボンニュートラルの実現）について 

   (2) 災害に強い県づくりについて 

   (3) 上記(1)及び(2)に関連する事項 

 

４ 出席委員 

   委 員 長  佐 藤 政 隆    副委員長  山 田 真太郎 

   副委員長  鈴 木 優 樹    委  員  渡 辺 義 信 

   委  員  今 井 久 敏    委  員  古 市 三 久 

   委  員  佐 藤 義 憲    委  員  大 橋 沙 織 

   委  員  山 口 洋 太    委  員  猪 俣 明 伸 

   委  員  石 井 信 夫    委  員  金 澤 拓 哉 

 

５ 事務局職員 

     政務調査課 主任主査  深 谷  喜久枝 

     政務調査課 主任主査  橋 本 秀 一 

 

６ 議事の経過概要 

 

  （午前  ９時５９分 開会） 

 

佐藤政隆委員長 
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出席委員が定足数に達しているので、ただいまから地球温暖化・災害に強い県

づくり対策特別委員会を開会する。 

初めに、会議録署名委員の選任について諮る。 

会議録署名委員は、委員長指名で異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、渡辺義信委員、猪俣明伸委員を指名する。 

次に、本日の会議運営について諮る。 

本日は、初めに、理事の選任及び委員席の変更を行った後、前回の委員会まで

に出された中間意見を踏まえての今後の委員会調査について協議を行いたい。 

次に、次回委員会の開催について諮り、最後に継続調査の申出について諮ると

いう順序で進めたいと思うが、どうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのように進める。 

なお、本日の会議には、オブザーバーとして関係部局の職員が出席しているの

で、了承願う。 

この際、３月４日の本会議で選任された山田真太郎副委員長を紹介する。 

山田真太郎副委員長 

  ３月４日の本会議で副委員長に選任された山田真太郎である。不慣れな点も多

々あると思うが、職責を全うしていきたい。よろしく願う。 

佐藤政隆委員長 

  なお、副委員長については、第１順位を山田真太郎副委員長、第２順位を鈴木

優樹副委員長とするので了承願う。 

  次に、本委員会の理事の選任について諮る。 

  山田真太郎副委員長の選任に伴い、理事が１名欠員になったため、新たに理事

を選任する必要がある。 

  理事の選任については、委員長指名で異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 
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  それでは、猪俣明伸委員を指名する。 

  次に、委員席の変更についてであるが、ただいま着席のとおり決定して異議な

いか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

  異議ないと認め、そのように決定する。 

それでは、本日の議事に入る。 

初めに、中間意見を踏まえての今後の委員会調査についてである。 

前回の委員会を経て整理した中間意見を踏まえ、今後、重点的に調査を行うべ

きものとして、資料１のとおり正副委員長の手元で整理したので、書記に説明さ

せる。 

事務局書記 

（別紙 資料１「地球温暖化・災害に強い県づくり対策特別委員会 中間意見

を踏まえ重点的な調査を行う主要事業一覧表（案）」により説明） 

佐藤政隆委員長 

ただいまの説明に対し、意見、質問はあるか。 

山口洋太委員 

  ５月の県内外調査で下水汚泥を活用したバイオガス発電について視察するとな

れば、その後の委員会に土木部下水道課を招集する必要があると思うが、それは

可能か。 

事務局書記 

  理事会で了承されれば、招集は可能である。 

佐藤政隆委員長 

  ただいまの件については、今後正副委員長の手元で調整する。 

ほかにあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

なければ、異議ないと認め、資料１のとおり決定する。 

次に、次回委員会の開催についてであるが、次回委員会は、調査計画に基づき、

県内外調査を行う。 
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内容については、委員会終了後、打合せを行う。 

次に、第 10 回委員会の開催について諮る。 

第 10 回委員会は、調査計画に基づき、正副委員長の手元で調整した日程で、資

料２のとおり調査を行う予定である。 

詳細については、書記に説明させる。 

事務局書記 

（別紙 資料２「第 10 回委員会の開催について（案）」により説明） 

佐藤政隆委員長 

ただいまの説明に対し、意見、質問はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

なければ、異議ないと認め、そのように決定する。 

次に、継続調査について諮る。 

本委員会の調査は、今後とも相当の期間を要するため、会議規則第 75 条の規定

に基づき、継続調査申出書を提出したいと思うが、どうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのようにする。 

なお、この場合、委員長の中間報告を求められるが、その案文については正副

委員長に一任願いたいと思うが、どうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤政隆委員長 

異議ないと認め、そのように取り運ぶ。 

以上で、本日の地球温暖化・災害に強い県づくり対策特別委員会を閉会する。 

 

  （午前 １０時 ７分 閉会） 


